
 

■カンボジア王立司法学院とのオンラインセミナーを実施しました（令和４年

２月１７日） 

 

国際協力部は、令和４年２月１７日、法務総合研究所とカンボジア王国の王立司法学院

（ Royal Academy for Judicial Professions, RAJP）との間で締結した協力覚書

（Memorandum of Cooperation、MOC）に基づく活動の一環として、RAJPと、第２回オ

ンラインセミナーを実施しました。 

RAJPは、裁判官及び検察官等の法律専門職の教育機関であり、裁判官・検察官等を目指

す人たちへの教育のほか、現役の裁判官・検察官等の教育も実施する役割を担っており、そ

の教育内容等の改善が課題となっていることから、国際協力部では、オンラインセミナーを

実施するなどして改善への協力を継続しています。 

本セミナーには、カンボジア各地の始審裁判所の現役の裁判官や RAJP の教官である裁

判官ら総勢約５５名が参加し、RAJPに設けられた会場等とオンラインで繋いで開催しまし

た。 

本セミナーの前半では、「請求権と争点」をテーマに、売買契約に基づく代金支払請求の

事案を題材とし、請求原因や否認・抗弁等に関し、黒木宏太教官がプレゼンを行いながら参

加者と意見交換を行い、後半では、「日本の法曹教育」をテーマに、伊藤みずき教官が日本

の法曹教育制度の概要や、法科大学院や司法修習における教育内容等について紹介し、質疑

応答を行いました。 

意見交換や質疑応答では、参加者から様々な意見や質問が出て、予定していた終了時刻を

過ぎてしまうほど、活発な議論が行われました。 

【黒木教官によるプレゼンの様子】 



【オンラインで繋いだ会場の様子】 

 


